
解体工事の入札参加資格等の取扱いについて 

   平成３０年 ９月 

平成３０年１１月（追記） 

調達契約課 

建設業法の改正に伴い、平成 28 年 6 月 1 日より建設業許可の業種区分に解体工事業

が新設されましたが、平成 31 年 5 月 31 日をもって経過措置期間が終了しますので、来

年度以降の解体工事の入札参加資格等の取扱いについて、お知らせします。 

１ 建設業法改正の概要 

（１）平成 28 年 6 月 1 日から、「とび・土工工事業」（以下、「とび・土」という）か

ら、「解体工事業」（以下、「解体」という）が分離、新設されました。 

（２）なお、改正法施行日（平成 28 年 6 月 1 日）の時点で「とび・土」の許可を受け

て解体工事業を営んでいる建設業者は、その許可を有している限り、引き続き 3 

年間（平成 31 年 5 月 31 日まで）は解体工事業の許可を受けずに解体工事を施

工することを可能とする経過措置が設けられています。 

２ 格付けにおける取扱い 

平成３０年度の格付け 

（H30.6.1～H31.5.31） 

平成３１年度の格付け 

（H31.6.1～H32.5.31） 

審査基準日の対象範囲  

（H28.10.1～H29.9.30） 

審査基準日の対象範囲  

（H29.10.1～H30.9.30） 

「とび・土」 「とび・土工・コンクリート・解体（経

過措置）」の総合評点（客観点数）、完

成工事高及び技術者数で登録 

「とび・土」の総合評点（客観点数）、

完成工事高及び技術者数で登録 

「解体」 同上 「解体」の総合評点（客観点数）、

完成工事高及び技術者数で登録 

（注）家屋等の工作物を解体する工事の工事成績（主観点数）については、平成 30 年

度格付けは、「とび・土」及び「解体」に加点、平成 31 年度格付けは、「解体」

のみ加点します。 



 

３ 解体工事の発注基準について 

 

家屋等の工作物を解体する工事における、発注基準は、別表のとおりです。 

なお、総合的な企画、指導、調整が必要な建築物を解体する工事は「建築一式」（土

木工作物は「土木一式」）、各種専門工事で建設される目的物について、それのみの解体

する工事は、「当該専門工事の業種」を発注業種とする場合があります。 

 

 

４ 入札参加資格者名簿の登録時期について （１１月追記） 

 

 平成３１年６月以降の解体工事の入札に参加を希望される場合は、「四日市市請負工

事入札参加資格者名簿」（以下、「名簿」という）に、「解体」で登録されている必要が

あります。ただし、別表のとおり、平成３１年５月までに発注される場合でも、当該工

事の工期末が施行日以降となる場合は、「解体」で発注しますので、ご注意ください。 

 なお、名簿への業種追加の登録タイミングは、下記の通り、年４回になります。 

 登録月ごとに申請期間がありますので、余裕をもって手続きをお願いします。 

 

 ＜業種追加の名簿登録スケジュール＞ 

名簿登録月 登録日 共同受付への申請期間 

３月 ３月１日 １１月１日 ～ １月末日審査完了分 ※ 

６月 ６月１日 ２月１日 ～ ４月末日審査完了分 ※ 

９月 ９月１日 ５月１日 ～ ７月末日審査完了分 ※ 

１２月 １２月１日 ８月１日 ～１０月末日審査完了分 ※ 

※ただし、末日が四日市市の休日を定める条例第１条に規定する休日（日曜日、

土曜日、祝祭日等）にあたるときは、これらの日の前日をその期限とみなしま

す。 

      例：４月３０日（月）が休日の場合、４月２７日（金）が期限となります。 

 

   ※「審査完了分」については、（公財）三重県建設技術センターの受付審査が完了

した分とします。 



【別表】 家屋等の工作物を解体する工事の発注基準（一般競争入札における参加資格要件） 

 （１）   （２）  （３） 

発注時期

資格要件 

平成 31 年 5 月までの公告分で、 

工期末が平成31年 5月 31日までの

もの 

平成 31 年 5 月までの公告分で、 

工期末が平成 31年 6月 1日以降とな

るもの 

平成 31 年 6 月以降の公告分 

適用名簿 平成 30 年度名簿 

（H30.6.1～H31.5.31） 

審査基準日の対象範囲  

（H28.10.1～H29.9.30） 

平成 30 年度名簿 

（H30.6.1～H31.5.31） 

審査基準日の対象範囲  

（H28.10.1～H29.9.30） 

平成 31 年度名簿 

（H31.6.1～H32.5.31） 

審査基準日の対象範囲  

（H29.10.1～H30.9.30） 

業種 「解体」又は「とび・土」 

※「とび・土」の場合は、平成 

28 年 5 月 31 日以前から「とび・ 

土」の許可を有する者に限る。 

「解体」 「解体」 

完成工事高 「とび・土工・コンクリート・解体（経

過措置）」の完成工事高 

「とび・土工・コンクリート・解体（経

過措置）」の完成工事高 

「解体」の完成工事高 

技術者 

（現場代理人） 

（主任技術者） 

（監理技術者） 

・「解体」の主任技術者及び監理技

術者となり得る資格等を有する者 

※平成 28 年 6 月 1 日以前より、 

「とび・土」の主任技術者及び 

監理技術者となり得る資格等を 

有する者については、平成 33 年 

3 月 31 日までの間は、「解体 

」の技術者とみなす。 

同左 同左 


